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Ⅰ 全国的な教育情報化の状況                             

＜社会環境の進展に伴う国の動き＞ 

近年、人工知能やビッグデータ、IoT1等の技術の急速な進展に伴い、社会の在り方そのもの

が劇的に変わるSociety5.02時代の到来が予測される中、文部科学省は、「2018 年度以降の学

校におけるＩＣＴ環境の整備方針」及び「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018

～2022 年度）3」を策定し、全国の自治体の教育情報化を推進している。 

また、文部科学省は、令和２年度から順次導入される新学習指導要領において、「情報活用能

力4」を言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け、教科横断的に児童生徒

の育成を図ることとしており、そのため、自治体に対し、必要なＩＣＴ環境を整え、これを適切

に利用した学習活動の充実を求めている。併せて、令和元年度には、地域の実情に応じた教育情

報化の施策を実施するよう自治体の責務を定めた「学校教育の情報化の推進に関する法律」が施

行されている。 

さらに、令和元年12 月、文部科学省は「GIGA5スクール構想」を発表し、令和時代のスタン

ダードな学校像として、児童生徒及び教員に対する１人１台の端末と学校内への高速大容量の通

信ネットワークの一体的な整備を全国一律に進め、多様な子供たちを誰一人取り残すことのな

い、公正で個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させるための取組を進めてい

る。 

 

＜社会情勢の変化＞  

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全国の学校において臨時休業の措置がとられたことか

ら、オンライン授業や遠隔授業への対応として、児童生徒１人１台端末の整備スケジュールの加

速化につながっているところ。 

 

＜文部科学省中央教育審議会答申＞ 

令和３年１月に出された文部科学省中央教育審議会の答申では、新学習指導要領の着実な実施

に加え、ＩＣＴ機器の活用による教育の情報化を通して、一人一人の児童生徒が自分のよさや可

能性を認識し、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社

会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることを求めてい

る。 

                         
1 Internet of Thingsの略。一般的に「モノのインターネット」と呼ばれ身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる仕組み。 
2 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中

心の社会（Society）のこと（狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、

新たな社会）。 
3 文部科学省が策定した教育のＩＣＴ化に向けた整備計画。2018～2022年度まで、単年度で1,805億円の地方財政措置を講じるとしている。 
4 世の中の様々な事象を情報とその結びつきとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して，問題を発見・解決し、自分の考

えを形成するために必要な資質・能力。 
5 Global and Innovation Gateway for Allの略。 
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Ⅱ 本県の現状と課題                            

 

１ 本県の現状  

（１）GIGA スクール構想発表時の状況 

本県では、教育用コンピュータの１台当たりの

児童生徒数は3.2人6と全国２位（全国平均4.9

人／台）であったものの（表１-①）、普通教室の

無線ＬＡＮ整備率は30.8％と全国平均

（48.9％）に達していない状況だった（表１-

②）。 

また、教員のＩＣＴ活用指導力の状況は各指標

とも全国平均を上回っており、中でもＩＣＴ活用

指導力の研修を受講した教員の割合は全国で第３

位となるなど（表２-⑩）、全国でも高い水準にあ

る。これは、平成25年度から実施している「未

来の学校」創造プロジェクトなどの教育情報化関

連事業の成果が出ているものと考えられる。 

 

（２）令和２年度の取組等 

   令和２年度の文部科学省のGIGA スクール構想

に伴う財政支援により、本県においても、義務教

育課程の全ての児童生徒に対して１人１台の端末

が整備され、特別支援学校の高等部では「特別支

援教育就学奨励費7」を活用して整備を進めてい

る。 

また、県立高等学校では先行的に端末を整備す

る「先行実践校8」を選定し、令和２年度中に端末

を整備した。その他の学校においても文部科学省

の補正予算等を活用して、令和３年度中に端末整備を進めていく計画である。 

                         
6 学校のパソコン教室の台数も含む。 
7 特別支援学校に在学している児童・生徒の保護者等の経済的負担を軽減し、就学を奨励するため、文部科学省1/2 県1/2で負担する補助金。 
8 全県立高校のうち３校に１校程度の学校に対し、先行的に令和３年２月から端末を整備した学校。 

 

（表１）

指標 校種 本県平均 全国平均 順位
小 3.5 5.5 2
中 3.0 4.8 3
高 3.3 4.1 11

特支 1.6 2.2 8
全体 3.2 4 .9 2
小 30.5 51.6 44
中 29.2 49.0 42
高 20.7 38.2 28

特支 62.9 45.9 15
全体 30.8 48.9 25
小 98.2 96.2 23
中 97.5 96.3 27
高 100.0 98.8 1

特支 100.0 98.7 1
全体 98.3 96.6 22
小 90.0 69.8 3
中 82.8 57.0 5
高 19.2 39.6 30

特支 32.0 26.4 14
全体 76.0 60.0 7

小 70.9 63.5 15

中 70.2 63.2 17
高 100.0 78.8 1

特支 100.0 54.8 1
全体 74.3 64.8 13

⑤統合型校務支援システ
ム整備率

出典：令和元年度学校における教育の情報化の 実態等に関する調査（文科省調査）

学校における主なＩＣＴ機器の整備

①教育用コンピュータ１台
当たりの児童生徒数（人
／台）

②普通教室の無線ＬＡＮ
整備率

③インターネット接続率
（30Mbps以上）

④普通教室の大型提示
装置整備率

（表２）

指標 校種 本県平均 全国平均 順位
小 91.8 87.0 6
中 89.7 85.6 8
高 93.6 88.6 6

特支 94.2 84.3 5
全体 91.8 86.7 5
小 81.9 70.6 3
中 74.4 66.1 6
高 84.0 73.7 6

特支 85.7 68.0 5
全体 80.6 69.8 5
小 75.7 73.0 18
中 71.4 67.0 14
高 78.8 75.5 18

特支 77.6 65.4 7
全体 75.3 71.3 12
小 87.6 84.6 13
中 85.6 79.2 6
高 87.8 83.0 9

特支 81.2 73.0 8
全体 86.6 81.1 5
小 82.3 62.2 4
中 84.8 42.3 2
高 75.5 35.7 7

特支 83.4 46.2 7
全体 81.8 50.1 3

⑩令和元年度中にＩＣＴ活
用指導力の状況の各項
目に関する研修を受講し
た教員の割合

出典：令和元年度学校における教育の情報化の 実態等に関する調査（文科省調査）

教員のＩＣＴ活用指導力の状況

⑥教材研究・指導の準
備・評価などにＩＣＴを活用
する能力

⑦授業にＩＣＴを活用して
指導する能力

⑧児童生徒のＩＣＴ活用を
指導する能力

⑨情報活用の基盤となる
知識や態度について指導
する能力
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この結果、本県は、全ての県立高等学

校において先行する２１自治体（図1-

①・②）と同等の整備状況となる見込み

である。    

 

 

 

 

 

 

２ 課題  

本県においては、一定のハードウェアの整備は終わるものの、一気に導入されたこともあり、

利活用における次のような課題が見られる。 

（１）教育情報化推進体制の整備 

文部科学省のGIGA スクール構想により早急に教育情報化が進んだことから、学校現場

において教育情報化を図る推進体制が十分に組織されていない。 

（２）児童生徒の情報活用能力育成 

日常的な授業において情報活用能力を育成することが必要であるが、一気に導入された

ことから、特に高学年において段階的に身に付けるべき情報活用能力が習得されていな

い。 

（３）教員のＩＣＴ活用指導力について 

教員のＩＣＴ活用スキルの格差やＩＣＴを活用した授業の実施状況等は、これまでの

ハードウェア整備の状況や研修等の積み上げの結果、教員間や市町村間で大きな差が見ら

れる。 

（４）校務の情報化 

生徒の成績や教員の服務等を取りまとめる統合型校務支援システム9について、学校間や

市町村間において導入・運用の差が見られ、また、機器の老朽化等も懸念される。 

 

 

 

                         
9 教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、 保健室来室管理等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系など統合した機能を

有するシステム。 
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Ⅲ 基本方針                                  

 

１ 策定の趣旨 

本県においては、「新しいくまもと創造に向けた基本方針10」の中で「ＩＣＴ教育の推進」を

明記し、第３期熊本県教育振興基本計画11では「ＩＣＴ教育日本一」を目指すこととしている。 

この「ＩＣＴ教育日本一」の達成に向けて、本県の教育情報化の取組の方向性を示した「熊本

県教育情報化推進基本方針」を策定する。 

 

２ 目標 

 この基本方針のもと、「ＩＣＴ教育日本一」に向けて、第三者機関の「日本教育工学協会」に

よる「学校情報化認定制度 」を活用して本県の教育の情報化を推進することとし、指標として

県及び４４市町村が先進地域認定を取得することを目指す。 

目標 

「ＩＣＴ教育日本一」 

日本教育工学協会における学校情報化認定制度の先進地域指定数  

〔県立学校〕      〔県立学校〕 

 ０地域         １地域 

〔市町村立学校〕   〔市町村立学校〕  

 ３地域        ４４地域 

期間 令和３年度～令和５年度 

 

３ 基本的な考え方 

  ①教育情報化を進める４つの取組方針 

本県の教育の情報化を推進するに当たり、学校情報化認定制度の「情報活用能力の育成」

「教科等の指導におけるＩＣＴ活用」「校務の情報化」「情報化推進体制等の整備」の４つの項

目に沿って取組方針を定め、各学校での教育情報化を進めていく。 

  ②教育情報化を進める２つの支援策 

各学校での教育情報化の取組を支援するため、県教育委員会では、児童生徒のＩＣＴの活用

度合い等を指数化した「ＫＩ（くまもとＩＣＴ）３つのチャレンジ12」と、研修等を通して教

員のＩＣＴ活用指導力の向上を図る「熊本県ＩＣＴ活用推進研修パッケージ13」を展開し、県

                         
10 令和２年度から令和５年度間における本県の重点的に推進する主な取組みの方向性を明らかにしたもの。 
11 令和２年度から令和５年度間における本県の教育の振興のための施策に関する基本的な計画。 
12 情報活用能力をはじめとした資質・能力を児童生徒に育むために、ＩCTの活用度合い等を指数化したもの。9ｐ、17ｐ参照。 
13 教職員のＩCT活用指導力の向上や学校現場における教育の情報化を支援するため、研修等を体系的に整理したもの。11ｐ～、18ｐ～参照。 
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内全体の教育情報化の底上げを行う。 

  ③教育情報化を進める環境づくり 

併せて、市町村教育委員会と連携し、県内全ての小・中・高・特別支援の児童生徒を対象と

して、端末整備や高速大容量の通信環境を確保するなどの各種基盤整備14を行い、情報セキュ

リティに配慮しながら安全に情報化を推進するための環境づくりを整えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
14 令和２年度中に文部科学省のGIGAスクール構想により小中学校にて端末が整備され、高校においては先行実践校以外の学校においても端末が整

備される予定であり、特別支援学校高等部では、令和４年度までに特別支援教育就学奨励費を活用して端末が整備される見込み。 

                                            
 

（図２）「ＩＣＴ教育日本一」を目指すイメージ図 

ＫＩ（くまもとＩＣＴ）３つのチャレンジ 

熊本県ＩＣＴ活用推進研修パッケージ 

教育情報化推進体制等の整備 

４
つ
の
取
組
方
針 

２
つ
の
支
援
策 

環
境
づ
く
り 

１人１台端末の整備・高速大容量の通信環境等・情報セキュリティの確保 

＜ 第３期熊本県教育振興基本計画における指標 ＞ 

学校情報化認定制度先進地域指定数（自治体の数） 

〔県立学校〕  ０地域 → １地域 

〔市町村立学校〕３地域 → 44地域 

教
科
等
の
指
導
に
お
け
る 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用 

校
務
の
情
報
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情
報
活
用
能
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育
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（１）各学校における「教育情報化を進める４つの取組方針」  

 

 ① 情報活用能力の育成 

：全ての児童生徒が、情報活用能力と情報モラルを体系的に身に付ける 

新学習指導要領において学習の基盤となる資質・能力として示された「情報活用能力」につ

いては、教員へのアプローチとして各種研修やＩＣＴを活用する環境づくりなどを通して授業

改善を図るとともに、児童生徒に対しては、各学校段階で育成すべき教科横断的な資質・能力

と位置づけ、体系的に身に付けさせる。 

具体的には、ＩＣＴスキルとして、文部科学省が示す情報活用能力の習得モデルを参考に、

各学年や学校段階に応じて習得すべき内容15を県において整理し、学校現場や市町村に対して

示すこととする。 

併せて、児童生徒に対しては、普及が進むスマートフォンや、利用が低年齢化しているSNS

サービスなどの安心安全な活用のための留意点や、情報社会のルール・マナー等の理解を通し

て、情報を安全安心に活用していくための情報モラルを身に付けさせる。 

 

 

 ② 教科等の指導におけるＩＣＴ活用 

：ＩＣＴを活用し、「分かる・できる・学び合う」授業を実現する 

    教科等の指導においてＩＣＴを活用することで児童生徒の学習への興味・関心を高め、分か

りやすい授業や「主体的・対話的で深い学び」を実現する。 

具体的には、小・中・高・特別支援の各学習指導場面におけるＩＣＴ活用事例の提示や、各

種研修等を通して、ＩＣＴを活用した授業づくりを推進する。 

また、全ての学校で活用が進むように先進的な取組みを具体的にわかりやすく横展開するな

                         
15 例：小学校の１・２年生では端末の起動やマウス操作等の基本操作、３・４年生ではローマ字入力等のキーボード入力、インターネットへの接

続、５・６年生では表計算ソフトやアプリケーションの操作等を想定。 

Ⅳ 目標を実現するための取組                                           
 

１ ＩＣＴを活用した教育の推進 

【主なポイント】 

・児童生徒の情報活用能力の育成 

・教科等の指導におけるＩＣＴ活用 

・業務の効率化を図るための校務の情報化 

・教育情報化の推進体制の整備・全体計画への位置付け 
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ど、県下全域における指導力の底上げを図っていく。 

なお、ＩＣＴを効果的に活用した授業づくりについては、小・中・高・特別支援の全ての教

科において、文部科学省が示した分類例「図3 学校におけるＩＣＴを活用した学習場面」を参

考に進めていく。 

特に、学習場面ごとに優れた県内の先進事例を収集・整理し、横展開を図り、併せて、文部

科学省の指針等も参考にしながら、県下全域におけるＩＣＴを活用した授業づくりの向上を

図っていく。 

さらに、１人１台端末整備となることで、ＩＣＴの活用は授業だけでなく、学校・児童生徒

間の連絡や、家庭への持ち帰り時の家庭学習等にも展開していく。 

図3 学校におけるＩＣＴを活用した学習場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＩＣＴ活用の展開イメージ＞ 

○教員の指導による「一斉学習」  

           ○児童生徒の理解や関心に応じた「個別学習」 

     ○児童生徒間による意見交換・発表などお互いを高め合う「協働学習」16 

□児童生徒への連絡のための活用 

□持ち帰り時の家庭学習での活用 

                         
16 「一斉」→「個別」→「協働」と目指していくが、「協働学習」が最終的な到達目標ではなく、１人１台端末環境の利点を活かして、更なる授業

づくりの向上や、授業における学習場面以外（「朝の会」「部活動」「委員会活動」、家庭と学校間の連絡時、家庭学習時等）においても活用を図っ

ていく。 

                                           
 

学
習
場
面 

学
習
場
面
以
外 
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 ③ 校務の情報化 

：業務の効率化を図り、教員の授業準備や児童生徒と向き合う時間を確保する 

       

学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中、現行 

の統合型校務支援システム17は、機器の老朽化が進み、故障の可能性が高まっており、業務に

支障を来す恐れがある。今後は、教員の授業準備や児童生徒と向き合う時間を確保をするた

め、システムによる事務の効率化等を一層図り、併せて教育支援ツール18の活用により、校務

の情報化を図っていく。 

具体的には、県立学校及び市町村立学校において、教育支援ツールにより学習履歴（スタ

ディ・ログ）を可視化・共有・分析を行うことで、「児童生徒自身の振り返り」、「学級・教科

担任の児童生徒に応じたきめ細やかな指導」、「家庭との連携」等を実現する。 

また、当システムの機器の適切な更新を行い、令和５年度までに全県立学校への導入、市

町村立学校への普及、支援等を行っていく。 

なお、現在、県立学校に導入を検討している学校徴収金システムについても、市町村への 

情報提供を行い、校務の情報化を強化していく。 

 

 

 

 ④ 教育情報化の推進体制等の整備 

：教育情報化の推進体制を整備し、学校の全体計画に情報化を位置づける 

各学校が教育の情報化を着実に推進していくために、学校管理職のリーダーシップのもと、情

報化担当教員を中心とした推進体制を整備する。また、各学校で策定する全体計画19において、

教育の情報化のための取組内容等を明確に位置づけ、主体的かつ計画的に情報化が進む仕組み

を整える。 

 

 

 

 

                         
17 教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、 保健室来室管理等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系など統合した機能を

有するシステム。 
18 クラウドを利用した教育に用いるアプリケーションのこと。 
19 学校全体の運営に係る計画のこと（例：学校経営案等）。 

Ⅳ 目標を実現するための取組                                          
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（２）熊本県教育委員会における「教育情報化を進める２つの支援策」  

 

 ① 児童生徒の資質・能力を育むKI（くまもとＩＣＴ）３つのチャレンジ 

 

 ＜ＫＩ（くまもとＩＣＴ）3 つのチャレンジの内容＞ 

情報活用能力をはじめとした資質・能力を児童生徒に育むために、教員が授業におけるＩ

ＣＴ活用度や情報活用に関する態度を指数として“見える化”する「ＫＩ（くまもとＩＣＴ）3

つのチャレンジ」を設定し、全ての校種及び教科等における日常的なＩＣＴ活用を進め、児

童生徒の主体的な情報活用を促していく。 

 

 

 

 

 

 

＜KIユーズの例＞ 

高等学校教育 ＫＩ（くまもとＩＣＴ）指数 

①内容のまとまり（単元等）あたりのＫＩ指数 U-ＫＩ（ Unit ＫＩ） 

４回の授業のうち２回の授業で活用した場合、活用の割合が50％のため、ＫＩ（ケイアイ）50と表す。 

②１単位時間あたりのＫＩ指数 C－ＫＩ（ Class ＫＩ ）  

50分授業で10分間活用した場合、活用の割合が20％のため、ＫＩ（ケイアイ）20と表す。 

＜令和５年度までにKI３つのチャレンジが目指す姿＞ 

KI スキル 県の情報活用能力モデルに基づき、各学年段階における資質・能力を習得

する。 

KI ユーズ 段階的にICT の活用度を向上させ、最終的に「授業・自主学習にＩＣＴを

活用する学校の割合」について100％の活用度を目指す。 

※対象：全県立学校、全小中学校 

※ロードマップに年度毎の目指す目標を記載。また、参考までにオンライン学習を行う学校の

割合も併せて併記。 

※指数について、県立高校は先行実践校の検証を踏まえて策定。小中学校は、授業単元の中で

の活用を推進し、指標化については今後検討。 

KI モラル 県教育委員会実施の「心のアンケート」に基づき、毎年度、児童生徒にお

ける自他を大切にする態度を検証し、モラルの向上を目指していく。 

※具体的な水準については、当該アンケートを基に別途策定する。 

ＫＩスキル … 情報活用能力をはじめとした資質・能力の育成 

        （習得、活用、探究等のレベルを設定） 

ＫＩユーズ … 児童生徒のＩＣＴ活用度の向上 

        （授業等の中でＩＣＴを活用した割合を把握） 

ＫＩモラル … 自他を大切にする態度の育成 

        （アンケート調査による評価検証） 

３ＫＩ  
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＜各学校・発達段階に応じた具体的な対応＞ 

各学校・発達段階において、「ＫＩ３つのチャレンジ」を活用しながら、次のとおり学校現

場における教育の情報化を推進し、児童生徒の資質・能力を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
20 「『熊本の学び』総合構想会議」からの提言を受け、令和元年度に義務教育段階における学力向上に関する計画として県教育委員会が策定したも

の。 
21 これまでの一般的な学習指導案に、大切にしていきたい３項目（単元終了時の子供の姿、単元を通した学習課題、単元で働かせる見方・考え方）

を加え、単元のまとまりで授業を構想したもの。 

義
務
教
育 

○「熊本の学び推進プラン20」に基づいて、教科等における学びのゴールの姿を明確に

した「主体的・対話的で深い学びへとつながるＩＣＴ活用」を位置付ける。 

■ＩＣＴ活用の位置付け 

 学習構想案21における「ＩＣＴ活用計画」 

高
等
学
校
教
育 

○ＩＣＴ活用による授業改善の取組み方策（モデル授業、事例集等）を設定し、各

学校や教科の状況に応じて、適切な目標を設定し、ＩＣＴの活用を推進する。 

■ＩＣＴ活用の位置付け 

各学校が作成する「指導と評価の計画」 

 

特
別
支
援
教
育 

○障がいに伴う個々の多様な実態に応じた指導方法の工夫を図り、指導の効果を

高めることができるよう、以下の視点を踏まえながら、ＩＣＴを効果的に活用

するとともに、実践好事例を蓄積する。 

① 義務教育及び高等学校教育に準じて、障がいのある児童生徒の教科指導の効

果を高めたり、情報活用能力の育成を図ったりする視点 

■ＩＣＴ活用の位置付け   

 各学校が作成する「指導と評価の計画」 

② 障がいによる学習上又は生活上の困難さを改善・克服する視点 

Ⅳ 目標を実現するための取組                                          
 



 

 

- 11 - 

 

 

 ②熊本県ＩＣＴ活用推進研修パッケージ 

教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るため、「情報活用能力の育成」や「教科等の指導にお

けるＩＣＴ活用」の観点から研修等を行い、学校現場における教育の情報化を支援する。 

具体的には、熊本県教育情報システム（CoLaS）上において、教科・校種・テーマ別のガ

イドブック集やＩCT 活用・情報モラル動画の提供、集合・訪問支援型の研修、ウェブサイ

ト・オンライン研修等を総合的かつ体系的に実施する（１８ｐ以降に詳細を掲載）。 

 

 

熊本県教育情報システムCoLaS 上の研修コンテンツ https://www.higo.ed.jp/colas/ＩＣＴ/GIGA_package 
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 (１) 教育情報化を支えるインフラ整備 

：児童生徒１人１人が個別最適な学びを実現できるＩＣＴ環境を整備する 

令和２年度以降、段階的に開始される新学習指導要領には「学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを

活用した学習活動の充実」が明記され、ＩＣＴを活用した教育を推進していくための環境整備が

求められている。 

このため、多様な児童生徒１人１人に個別最適な学びを実現し、児童生徒の資質・能力を一層

確実に育成するための１人１台端末の整備及び高速大容量のインターネット回線22の環境を実現

する。 

また、円滑なＩＣＴ活用を進めるため、ＩＣＴ支援員23を適切に配置し、教員の技術的サポー

トを行い、学校現場での活用が進むように取り組むこととしている。 

特に、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、約３ヶ月間学校が臨時休業を余儀なくされ、学校

再開後も感染拡大防止のための対応が求められており、学びを止めない有効的なツールとして

も、ＩＣＴ教育の基盤整備は喫緊の課題となっている。 

なお、将来の県立高校における端末整備（端末の耐用年数経過後）のあり方については、 

BYOD24 を基本としながら、（ア）国の更なる財政支援措置、（イ）県の財政状況、（ウ）家庭の

経済状況、（エ）学校徴収金等の削減・見直しを踏まえて検討することとする。 

                         
22 現在、県庁経由となっている各学校のインターネット回線を、学校から直接インターネットに接続し、生徒全員が同時に動画を視聴可能となる大

容量の通信回線の環境を整備するもの。 
23 日常的な教員のＩCT活用支援を行うもので、主な業務は、教員が作成する教科毎の授業計画に対してＩCT活用に関する技術的な助言を行うこと

や、ＩCT機器の準備、操作支援、研修支援等。 
24 Bring Your Own Deviceの略で、公費で端末を整備するのではなく、学習用に個人所有の端末を学校へ持参して利用すること。 
25 障がいのある児童生徒が端末の使用に当たって必要となる障がいに対応した入出力のための支援装置。 

機器名 県立高校 県立中学校 県立特別支援学校 市町村立学校 

   小中学部 高等部  

①学習者用端末 

  端末利用に必要な入出力支援装置25を整備 令和２年度に

１人１台端末

を整備 令和２年度に 

１人１台端末を整備 

令和４年度までに特別支援教育就学奨

励費を活用して端末を整備 

全県立高校の３校に１校程度の学校を「先行実践校」と指定し、先行的に令和３年２月から端末を整備 

先行実践校以外の学校に対しては、令和３年度に端末を整備 

２ ＩＣＴを活用した教育のための環

境づくり 

【主なポイント】 

・児童生徒への１人１台端末及び高速通信環境の整備 

・情報セキュリティへの配慮及びクラウドの積極的な活用 
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機器名 県立高校 県立中学校 県立特別支援学校 市町村立小中学校 

②校内通信 

ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一部の市町村では

LTE26端末整備済 

 

③大型提示 

装置27 

 

令和３年度に、全ての学校において、普通教室等に大型提示装置を整備する。 国の財政支援措置を活

用し、市町村の実情及

び計画に基づいて整備 

④教員用 

端末 

令和２～３年度に、授

業を実施する全ての教

員に対して、１台ずつ

端末を整備する。 

令和２年度に、授業を実施する全ての教員に対して、１台

ずつ端末を整備する。 

⑤ＩＣＴ支援員 令和３年度に、全ての学校において、４校に１人程度のＩＣＴ支援員を配置する。 

 

 

 

 (２) 情報セキュリティの確保 

：情報セキュリティに十分に配慮しながら、これまで活用が進んでいなかったクラウドに対し

ても対応する 

   情報セキュリティの確保について、従前は、教員からの情報漏洩防止を主目的とした「県立学

校における電子情報保全に関するガイドライン（平成23年2月改訂）」に基づき運用してい

た。 

しかし、児童生徒の学習の多様化（ＩＣＴを活用した自宅学習、個別最適な学び等）や教員の

働き方改革（テレワーク等）、クラウド28などの技術革新に対応するための見直しが必要である

ことから、文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン29」を

参考に、情報セキュリティに十分に配慮しながら、教育現場での利用が進んでいなかったクラウ

ドを積極的に活用する新たな「熊本県教育委員会教育情報セキュリティ基本方針」を定める。 

                         
26  Long Term Evolutionの略で、第3世代携帯電話（3G）を進化させた通信規格。従来の通信規格よりも速度が速く、一度に多くのデータを送受信

でき、現在、スマートフォンやタブレット端末は、LTE通信に対応したものが主流。 
27 板書、デジタル教材、児童生徒の様子などを共有する画面装置で、大型ディスプレイ型とプロジェクター型がある。その中でも専用ペン等で画面

上に書き込み機能を持つものを電子黒板という。 
28 学校運営に関する情報をインターネット回線を利用して、外部のデータセンターに集約して保存すること。情報の一元化、必要な設備投資の抑

制、環境変化への迅速性等の多くのメリットがある一方で、アウトソーシングすることとなるため、情報セキュリティの確保等に対する不安もあ

る。 
29 地方公共団体の各教育委員会が教育情報セキュリティポリシーの策定や見直しを行う際の参考として、教育情報セキュリティポリシーの基本理念

と検討する際の考え方を解説したもの。 

令和２～３年度に、全ての学校の普通教室等に無線ＬＡＮを整備し、高速大容量の学習系インター

ネット回線を整備する。 

Ⅳ 目標を実現するための取組                                     
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１ 学校情報化認定制度における先進地域認定の取得 

全国的な教育情報化推進団体である日本教育工学協会が実施している事業で、情報化の状況

を各学校が自己評価し、総合的にＩＣＴ活用推進を進める目安として活用する認定制度。各学

校長が学校CIO（最高情報責任者）であることの自覚と理解を促し、情報教育担当教員をCIO

補佐官としながら、学校現場における組織的な教育情報化を促進。自治体内の80％の学校が優

良校に認定されると当該自治体が「先進地域」として認定を受ける。「ＩＣＴ教育日本一」を目

指すためには、ＩＣＴ活用による授業改善を全県的に進めることが必須であり、指標として外

部機関による認定制度を全県的に導入し、県内44 市町村及び県が先進地域認定を受けること

を目指すこととする。 

県立学校においては、段階的に優良校の認定数を増加させ、基本計画の期間である令和５年

度までには、本県における優良校の割合が80%以上となることを目指し、最終的には全校に

おいて優良校の認定を受けることを目標とする。県としては、各学校で取組みが進むように認

定取得に向けた改善案の提案や訪問支援等を行い、取組みの加速化に努める。 

〔教育情報化のチェック項目〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 関係資料                                                 
 

※県内では、これまでに「未来の学校」創造プロジェクト指定の山江村・球磨村・高森町・産山村等が取得の実績あり。 

※各項目はレベル０～３の４段階になっており、優良校認定基準としては、「各項目のレベルに０がないこと」「全項目

の平均が２以上であること」が条件 

 

〔認定ロゴ及び認定証〕 
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 ２ 「KI（くまもとＩＣＴ）３つのチャレンジ」の具体的な取組 

３ＫＩ 具体的な取組 

ＫＩスキル 

〔習得レベル〕 

一人一台の端末環境を最大限生かし、タイピングや英語、漢字、プログラミングといった検

定などにチャレンジして基礎的なスキルの習得を目指す 

〔活用レベル〕 

問題解決の学習過程場面における情報活用能力（情報収集、整理、分析、表現、発信等）の

育成を目指す 

〔探究レベル〕 

探究的な学びにより創造力の育成を目指す 

 ※習得・活用レベルについては、タイピング検定（県教委実施）など各種検定や文部科学

省が示す体系表等を参照して段階設定（ルーブリック評価）により検証が可能 

 ※探究レベルについては、児童生徒が表現したもの等をもとに評価 

 

ＫＩユーズ 

〔授業レベルの例〕 

授業場面における「調べ学習」等での情報収集・整理・分析 

「まとめ」活動による、表現・発信、「協働学習」での考えの共有等 

※デジタル教科書やデジタル百科事典などのアプリの活用 

※教科書に掲載されているインターネット資料やデジタルコンテンツの活用 

〔自主学習レベルの例〕 

家庭学習場面における課題の共有、調べ学習やドリル学習等 

※県教育委員会ＨＰに掲載された資料の活用 

〔オンラインレベルの例〕 

臨時休業等にも対応したオンラインによる学習支援や遠隔授業における専門家等による学習

支援など 

※これらのレベルにおける児童生徒の活用度を、活動シーンごとに見える化する 

ＫＩモラル 

〔知る・学ぶレベルの例〕 

家庭・地域・行政と連携しながら情報モラル教育を計画的に実施し評価・検証する 

〔態度レベルの例〕 

「やさしさ度数」により見える化して、自他を大切にする態度の育成を目指す 

※心のアンケート等による質問紙調査により、評価検証を予定 
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３ 熊本県ＩＣＴ活用推進研修パッケージの詳細 

形式 実施事項 内  容 

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク 

情報活用能力 
育成ガイド 

情報活用能力の育成、ＩＣＴ活用の目的や意義、主なＩＣＴ機器

の機能や活用方法、授業での活用ポイント（教員・子供）、失敗

例などの留意点などを掲載。 

プログラミング 
教育ガイド 

小学校プログラミングのポイントや実践事例と合わせて、中学校・

高校での事例も併せて掲載し、小・中・高の連続性をもたせた資

質・能力の育成を図る。 

情報安全・情報 
モラル教育ガイド 

携帯電話・スマホ・SNSなどの有効活用のポイントや安全面での

留意点などについての指導事項を整理し、児童生徒の主体的な情

報活用を促す。 

遠隔学習・オンライン
学習ガイド 

遠隔学習の実践や、新型コロナ対応でのオンライン学習について、

必要な機器やアプリ、実践事例などについて具体的に解説し、学び

の保障につなげる。 

ここから始める 
ＩＣＴ活用ガイド 

初心者でも抵抗感なくＩＣＴ活用の見通しが持てるように、タブ

レット端末などのＩＣＴ機器の具体的な活用場面についてポイン

トを示してリーフレット形式で紹介。 

ＩＣＴ活用実践事例集 
（小・中学校向け） 

義務教育段階におけるＩＣＴ活用のポイントについて、文部科学

省「教育の情報化に関する手引」に掲載されている各教科・領域の

活用事例を中心に、県内の事例を写真・動画付きで掲載。低学年か

らの段階的な活用場面のイメージをもたせ、児童生徒の主体的な

ＩＣＴ活用による協働学習の基礎づくりを図る。 

ＩＣＴ活用実践事例集 
（高等学校向け） 

高等学校におけるＩＣＴ活用のポイントについて、文部科学省「教

育の情報化に関する手引」に掲載されている各教科・領域の活用事

例を中心に、県内の事例を写真・動画付きで掲載。具体的な活用場

面のイメージをもたせ、生徒の主体的なＩＣＴ活用による協働学

習での深い学びの実現を図る。 

ＩＣＴ活用実践事例集 
（特別支援学校向け） 

特別支援学校におけるＩＣＴ活用のポイントについて、文部科学

省「教育の情報化に関する手引」に掲載されている各校種・各教科

の活用事例を中心に、県内の事例を写真・動画付きで掲載。具体的

な活用場面のイメージをもたせ、障がいや特性に応じたＩＣＴ活

用による困り感の軽減、学習支援を図る。 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・ 

オ
ン
ラ
イ
ン
研
修 

教育情報システム 
Web 研修コース 

文部科学省の情報化手引を柱にオンラインで学ぶ研修コースを６

つ設置し、動画・PDF 等の各種研修資料を視聴させながら、在宅

勤務や個別研修で教育の情報化への理解を促す。 

教育情報化指導者養成
講習会ウェブサイト 

各学校の情報教育担当対象の講習会。動画コンテンツの作成方法

や学校CMSの活用、校務におけるＩＣＴ活用等、臨時休業中にも

活用できる内容を掲載。 

教育情報システム 
ＩＣＴ活用・情報モラ
ル動画 

授業でのＩＣＴ活用・情報モラル・特別支援教育における実践事例

について、授業動画８７本、学習指導案１４７を校種や教科毎に分

類して掲載し、閲覧可能。 

オンライン研修 
システムGACCO 

オンラインで動画コンテンツ等を視聴し研修を実施。各講座によ

り研修内容も様々で、レポートやアンケートの提出も可能となっ

ている。 

   

Ⅴ 関係資料                                               
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形式 実施事項 内  容 

対
面
型
研
修 

（
集
合
研
修
） 

インテル21 世紀型 
スキルPBL 研修 

インテル株式会社認定講師による問題解決型学習（PBL)や授業で

のＩＣＴ活用についての研修。教育庁指導主事向けと現場教員向

けを実施予定。 

学校CIO（管理職） 
研修 

各学校長に対して、学校 CIO（最高情報責任者）としての自覚と

理解を促し、情報教育担当教員をCIO補佐官としながら、学校現

場における組織的な情報化を促進する。 

初任者研修 
経験者研修 
課題研修 

全体研修において概要的な内容の研修を実施。併せて、各教科の

コース別研修において、各教科における学力向上・情報活用能力育

成について体験的な研修を行う。 

G Suite for education 
タブレット端末操作研
修 

Googleから講師を招き、各学校の情報担当者に対して、実践的な

操作研修を行う。県内複数箇所での集合研修や、オンラインコンテ

ンツの受講と組み合わせ、協働学習の実現に向けた実践的な研修

を行う。 

対
面
型
研
修 

（
支
援
研
修
） 

未来の学校ＩＣＴ 
ファシリテータ研修 

研究指定校及び希望する学校の要請に応じ、情報関係指導主事を、

学校の校内研修や地域の研修等に派遣し、助言や講話、操作体験研

修などを実施する。 

情報関係スクール 
サポート研修 

ＩＣＴを活用した授業改善について、情報教育研修室の指導主事

が学校を訪問し、学校のニーズに合わせて、指導助言や講話、操作

体験研修等を実施する。 

活
用
環
境
づ
く
り 

キーボード入力 
スキル検定 

ローマ字入力によるタッチタイプ練習アプリ（無料）による文字入

力のスキル育成を図る。これにより、各学校の習熟調査を実施し、

県全体での進捗状況を把握する。 

市町村立学校対象一人
一台端末アカウント研
修（小中） 

各市町村立学校で導入されている OS に応じて、アカウントの管

理や活用スキルを身に付けさせる研修を実施し、学校や家庭での

スムーズな運用を支援する。 

県立学校対象生徒・教
員グーグルアカウント
研修 

県立学校の教員及び生徒一人一人にアカウントを発行し、アカウ

ントの管理や活用スキルを身に付けさせる。また、学校や家庭での

オンライン学習で活用させる。 

 

                                               
 


